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　文化財保存活用地域計画における各取組は、文化財の保存・活用を通して、様々な市政に寄与するも

のです。本計画で示した取組が、上位計画である「本
ほんじょう

庄市総合振興計画（後期基本計画）」に定められた

各施策とどのような関係性にあるか［図 10-2］、［表 10-1］に示しました。

　各取組の中から、「本庄市総合振興計画（後期基本計画）」との関連性や、文化財の保存・活用に向け

て急務又は重要な施策について以下に示し、本計画の重点施策として位置づけ、計画期間において優先

的に実施していくこととします。

１）文化財の調査・研究

　文化財の保存・活用を市民協働で進めていくためには、市民自らが守り伝えたい文化財を行政が把握

することが必要であるため、「1- ③　文化財の市民遺産登録・認定制度の創設」を重点施策として位置

づけます。

２）文化財の保存・継承

　文化財の保存・継承に関わる取組の中でも、最も重要なものは文化財の存続に関わるものであること

から、「2- ④　文化財保管施設改修事業」「2- ⑥　建造物保存修理・史跡整備事業」「2- ⑦　無形の民俗

文化財後継者養成事業」「2- ⑧　無形の民俗文化財記録等作成事業」を重点施策として位置づけます。

３）文化財の防災・防犯

　文化財の防災・防犯に際しては、保存・継承と同様、文化財の存続に関わるものが重要な施策である

ことから「2- ⑪　文化財防災・防犯設備設置補助・支援事業」を重点施策として位置づけます。

４）歴史文化の魅力発信・拠点整備

　本市に所在する多種多様な文化財を後世に継承するため、関

連文化財群・保存活用区域に基づいた文化財の総合的・一体的

な保存・活用を図り、重点的な維持・保存に努めます。そして、

市民への普及啓発を行い、観光振興の分野とも連携することで、

歴史文化の魅力を生かしたまちづくりにつなげていきます。

　また、令和２（2020）年に開館した「本庄早
わ せ だ

稲田の杜
もり

ミュー

ジアム」を、本市の歴史文化の発信拠点・メインガイダンス施

設として位置づけるとともに、各地域に関連文化財群・保存活

用区域に基づく歴史文化を発信するサテライト施設を定めます

［図 10-1］。各施設が価値の理解（学習・体験）や観光拠点（個別の文化財への誘導）を担い、相互連携

による総合的展示体制（ネットワーク化）を整えるため、「3- ④　歴史文化解説拠点施設検討事業」を

重点施策として位置づけます。
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写真 10-1　「本庄早稲田の杜ミュージアム」
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５）文化財の教育・学習・体験

　文化財を教育・学習・体験に向けて活用を図るためには、文化財の見学環境を整える必要性があるこ

とから、「3- ⑧　文化財公開・活用環境整備事業」を重点施策として位置づけます。

６）文化財に関わる人材の確保・育成

　本市における文化財の保存・活用に際しては、官民における専門的な人材の確保・育成が大きな課題

となっていることから、「4- ②　文化財保存活用支援団体指定制度の創設」「4- ⑥　次世代の専門人材育

成事業」を重点施策として位置づけます。

７）文化財の保存・活用を支える体制・仕組みづくり

　文化財の保存・活用に関する産学官民のネットワーク組織を整備し、様々な地域連携事業の推進を図

るため、「4- ⑧　文化財ネットワーク組織整備事業」を重点施策として位置づけます。
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本庄市総合振興計画（後期基本計画） 本庄市文化財保存活用地域計画

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

※総合振興計画における赤字が文化財保存活用地域計画との関連性のある施策を示します。

図 10-2　総合振興計画と文化財保存活用地域計画の関連性
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目的 事業番号 事業名 総合振興計画との関連 重点施策

調査・研究 1- ① 未指定文化財の把握調査・データベース整理事業 2-5

1- ② 未指定文化財の現況確認（追跡調査）事業

1- ③ 市民遺産登録・認定制度の創設 5-1 ／ 6-1 ●

1- ④ 文化財詳細調査及び報告書作成事業 2-5 ／ 3-4 ○

1- ⑤ 指定・登録等の推進によるまちづくり連携事業 2-5 ○

保存・継承 2- ① 指定等文化財現状報告体制整備事業

2- ② 文化財保護指導員制度の創設

2- ③ 指定等文化財保存活用計画策定推進事業 2-5 ○

2- ④ 文化財保管施設改修事業 4-2 ／ 5-3 ／ 5-4 ●

2- ⑤ 新収蔵庫新設事業 2-5 ○

2- ⑥ 建造物保存修理・史跡整備事業 2-5 ／ 4-2 ●

2- ⑦ 無形の民俗文化財後継者養成事業 2-5 ／ 3-4 ●

2- ⑧ 無形の民俗文化財記録等作成事業 3-4 ●

防災・防犯 2- ⑨ 文化財の防災・防犯対策検討事業 5-3 ／ 5-4

2- ⑩ 文化財防災・防犯設備設置状況確認事業 5-3 ／ 5-4 ○

2- ⑪ 文化財防災・防犯設備設置補助・支援事業 5-3 ／ 5-4 ●

2- ⑫ 文化財防災・防犯意識啓発事業 5-3 ／ 5-4

2- ⑬ 文化財防災・防犯地域連携事業 5-1 ／ 5-3 ／ 5-4 ○

2- ⑭ 災害・犯罪対応マニュアル作成事業 5-3 ／ 5-4

2- ⑮ 文化財レスキュー体制整備事業 5-3 ／ 5-4 ○

魅力発信・拠点整備 3- ① 先端技術・ICT を活用した文化財保存・活用事業 2-5 ／ 3-4 ／ 6-1 ／ 6-4

3- ② 文化財関係冊子刊行頒布事業 2-5

3- ③ 歴史文化の観光連携事業 3-4

3- ④ 歴史文化解説拠点施設検討事業 ●

教育・学習・体験 3- ⑤ 子どものための文化財体験活用事業

3- ⑥ 学校教育活用事業 2-5

3- ⑦ 生涯学習活用事業 2-4 ／ 2-5

3- ⑧ 文化財公開・活用環境整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ●

3- ⑨ 文化財特別公開事業 2-4 ／ 2-5 ○

3- ⑩ 参加体験型活用推進事業 2-5 ○

人材の確保・育成 4- ① 文化財相談窓口の設置

4- ② 文化財保存活用支援団体指定制度の創設 ●

4- ③ 市民協働による文化財保存・活用事業 5-1 ／ 6-1 ○

4- ④ 文化財案内ボランティア育成事業 5-1

4- ⑤ 顕彰制度の創設

4- ⑥ 次世代の専門人材育成事業 6-3 ●

体制・仕組み 4- ⑦ 専門職員の採用と育成

4- ⑧ 文化財ネットワーク組織整備事業 2-4 ／ 5-1 ／ 6-1 ／ 6-3 ●

4- ⑨ 資金調達の仕組みづくり ○

4- ⑩ 関連文化財群広域連携事業 3-4 ○

表 10-1　文化財保存活用地域計画の措置一覧と重点施策
※「総合振興計画との関連」欄は同計画における「政策大綱」-「分野別施策（施策大項目）」の番号を示します（図 10-2 参照）。
※重点施策欄凡例　●：重点施策　○：関連施策（重点施策の推進に向けて必要な施策）
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目的 事業番号 事業名 総合振興計画との関連 重点施策

関連文化財群１ 3- ① -1 先端技術を活用した埋蔵文化財の保存・活用事業 2-5 ／ 3-4 ／ 6-1 ／ 6-4

3- ③ -1
3- ④ -1

遺跡の公開・活用推進事業 3-4 ○

関連文化財群２ 3- ② -1
3- ⑦ -1

板碑の魅力普及啓発事業 2-4 ／ 2-5

3- ③ -2
3- ⑧ -1

板碑見学サイン・周遊ルート作成事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ○

関連文化財群３ 1- ① -1 農業に関する文化財調査事業 2-5

3- ⑧ -2 農業・水資源に関する文化財の周知及び公開・活用環境整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ●

3- ③ -3 地域の特徴ある郷土食・特産品の歴史・魅力発信事業 3-4

関連文化財群４ 2- ⑥ -1 競進社模範蚕室耐震補強事業 2-5 ／ 4-2 ●

3- ④ -2 
3- ⑧ -3

競進社模範蚕室展示整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ●

4- ⑧ -1 教育機関と連携した活用事業 2-4 ／ 5-1 ／ 6-1 ／ 6-3 ○

関連文化財群５ 1- ④ -1 本庄まつり調査・報告書作成事業 2-5 ／ 3-4

2- ③ -1 山車・屋台保存活用計画作成事業 2-5 ○

2- ④ -1 山車・屋台保管施設改修事業 2-5 ●

2- ⑦ -1 無形の民俗文化財後継者養成事業 2-5 ／ 3-4 ○

2- ⑧ -1 無形の民俗文化財記録保存調査事業 3-4 ●

2- ⑩ -1
2- ⑪ -1

山車・屋台保管施設防災・防犯対策事業 5-3 ／ 5-4 ●

3- ③ -4
4- ⑧ -2

祭りの活性化事業 2-4 ／ 3-4 ／ 5-1 ／
6-1 ／ 6-3

●

3- ⑨ -1 
3- ⑩ -1

無形の民俗文化財体験事業 2-4 ／ 2-5 ○

4- ⑨ 資金調達の仕組みづくり ○

関連文化財群６ 2- ⑥ -2 塙保己一旧宅耐震補強事業 2-5 ／ 4-2 ●

3- ⑧ -4 
4- ⑩ -1

塙保己一関連文化財活用整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ○

保存活用区域１ 1- ② -1 
1- ③ -1

鎌倉街道上道町並み調査事業 4-1 ／ 5-1 ／ 6-1 ●

1- ④ -2 雉岡城跡遺構調査事業 2-5 ／ 3-4 ○

2- ③ -2 雉岡城跡保存活用計画策定事業 2-5

2- ⑥ -1 競進社模範蚕室耐震補強事業 2-5 ／ 4-2 ●

3- ⑧ -5 雉岡城跡排水問題調査・整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ○

3- ⑧ -6 鎌倉街道上道町並み環境整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ／ 4-2 ●

3- ⑧ -7 鎌倉街道上道電線地中化事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1

保存活用区域２ 1- ② -2 
1- ③ -2

本庄宿町並み調査事業 4-1 ／ 5-1 ／ 6-1 ●

2- ③ -3 
2- ⑥ -3

旧本庄警察署及び田村本陣の門保存・活用事業 2-5 ／ 4-2 ●

2- ③ -4 
2- ⑥ -4

諸井家住宅及び旧本庄仲町郵便局活用検討事業 2-5 ／ 4-2 ○

3- ⑧ -8 本庄宿町並み環境整備事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1 ／ 4-2 ●

3- ⑧ -9 中山道電線地中化事業 2-5 ／ 3-4 ／ 4-1




